
 

 

 

 

 

 

以下の条件すべてに該当する方は国民健康保険税を算出する際の所得金額を減額して算出します。 

 

 （１）丹波市国民健康保険に加入している方 

 （２）雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方 

 （３）失業時点で６５歳未満の方 

 
 

【特定受給資格者（倒産･解雇など事業主の都合により離職した方）】 

  コード：１１ 解雇 

      １２ 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 

      ２１ 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり） 

      ２２ 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり） 

      ３１ 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 

      ３２ 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 

 

【特定理由離職者（雇用期間満了などにより離職した方）】 

  コード：２３ 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし） 

      ３３ 正当な理由のある自己都合退職 

      ３４ 特定の正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間６か月以上１２か月未満） 

  

※以下の雇用保険受給資格者証をお持ちの方は軽減対象ではありません 

 ◎特例受給資格者証（季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有） 

 ◎高年齢受給資格者証（６５歳到達以後に離職された方が所有） 

◎雇用保険受給資格者証（仮） 

                          〈資格者証の右上に 特 高 の印が表記されています〉 

 

 



 

 

 非自発的失業者にかかる前年の給与所得金額を 30/100 にみなして、国保税（所得割額）の算定および高額

療養費の所得区分の判定を行います。 

※給与所得以外の所得については軽減されません。 

※令和５年４月～令和５年７月における高額療養費の所得区分判定は前々年中の給与所得を 30/100 として判

定します。 

 

 離職日の翌日から翌年度末(高額療養費の所得区分は適用終期(７月末))までが軽減適用期間です。 

※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。 

※軽減適用期間内に、勤務先の健康保険への加入などにより国民健康保険を脱退した時はその時点 

で軽減は終了します。 

※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。 

 

離職日と国民健康保険税軽減対象期間（例） 

対象期間 

離職日(例) 
Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

Ｒ４.３.３１    

Ｒ４.１０.１ 
 

  

Ｒ５.３.３０ 
 

  

Ｒ５.４.１  
 

 

 

（１）丹波市国民健康保険被保険者証（国保加入前の方は不要） 

（２）雇用保険受給資格者証 (紛失された方は、管轄の公共職業安定所で再交付の手続きが出来ます) 

   もしくは雇用保険受給資格通知 

（３）「個人番号カード」 

 

財務部 税務課 市民税係       ８２－２０７０       

        生活環境部 市民課 国保年金係     ８２－６６９０        

【対象期間】  R4.4.1～R6.3.31 

 

R4.10.2～R6.3.31 

 

R5.3.31～R6.3.31 

 

R5.4.2～R7.3.31 

 


